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【
１
級
】
職
種
・
氏
名
（
敬
称
略
）

造
園

小
林
　
広
典

永
澤
　
崇

鋳
造

机
　
和
宏

機
械
加
工

今
西
　
龍
起

関
口
　
秀
雄

瀬
谷
　
真
弘

戸
田
　
浩
二

永
島
　
彰
太

原
田
　
佳
典

松
島
　
優

室
岡
　
拓
也

茂
木
　
貴
洋

産
業
車
両
整
備

中
里
　
努

山
口
　
徹

タ
イ
ル
張
り

新
井
　
義
雄

竹
村
　
敏
光

中
田
　
拓

と
び

鈴
木
　
康
平

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

池
澤
　
勇
太

建
設
機
械
整
備

小
松
　
学

鍛
造

石
川
　
明
良

油
圧
装
置
調
整

石
井
　
克
佳

篠
﨑
　
功
二

須
藤
　
伸
吾

中
嶋
　
守

鉄
工

比
嘉
　
ケ
ビ
ン
ア

リ
エ
ル

塗
装

石
川
　
正
佳

栗
島
　
修

小
林
　
俊
介

齊
藤
　
勇
気

田
沼
　
千
春

藤
　
和
之

山
崎
　
幹
央

配
管

石
橋
　
遼

■
問
合
せ
＝
商
工
・
企
業
誘
致
課

☎
（２０）
３
０
４
０

の
作
成
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
２
月
７
日

（水）
午
前
９
時

30
分
～
午
後
４
時

▼
会
場
＝
各
税
理
士
事
務
所
（
事

前
に
要
電
話
連
絡
）

■
問
合
せ
＝
関
東
信
越
税
理
士
会

佐
野
支
部
（
篠
原
偉
治
税
理
士
事

務
所
内
）
☎
（２５）
１
２
０
０

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

　

就
学
援
助
制
度
は
、
経
済
的
理

由
に
よ
り
就
学
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
小
中
学
生
の
保
護
者
に
対
し

て
、
学
用
品
費
、
給
食
費
、
医
療

費
な
ど
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の

で
す
。

　

申
請
方
法
な
ど
は
、
就
学
先
の

学
校
も
し
く
は
学
校
教
育
課
（
３

階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
１
０
７

技
能
検
定
合
格
者
を
顕
彰

　

市
で
は
、
平
成
28
年
度
に
県
で

実
施
し
た
職
業
能
力
開
発
促
進
法

に
基
づ
く
技
能
検
定
に
合
格
さ
れ

た
方
々
へ
、
賞
状
な
ど
を
贈
呈
し

ま
し
た
。

【
特
級
】
職
種
・
氏
名
（
敬
称
略
）

建
設
機
械
整
備

内
田
　
高
行

野
邉
　
正
和

仕
上
げ

柴
田
　
将
太

市
政
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

の
回
答
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら

２
千
人
を
無
作
為
に
抽
出
し
、「
市

政
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

票
」
を
発
送
し
ま
し
た
。
提
出
期

限
は
１
月
15
日

（月）
で
す
。

　

皆
さ
ん
か
ら
の
回
答
を
参
考

に
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
き
ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま

し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
広
報
広
聴
推
進
室

☎
（２０）
３
０
３
７

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
る
方
や
、
そ
の
方
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
以
外
の
方

で
、
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
方
が

加
入
す
る
公
的
年
金
制
度
の
一
つ

で
す
。

　

学
生
の
方
に
は
学
生
納
付
特
例

（
納
付
猶
予
）制
度
が
、
保
険
料
納

付
が
経
済
的
に
困
難
な
方
は
免
除

ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
が

あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
の
加
入
手

続
き
と
あ
わ
せ
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
■
問
合
せ
＝
市
民
課

☎
（２０）
３
０
１
９

栃
木
年
金
事
務
所

☎
０
２
８
２
（２２）
６
０
７
４

子
ど
も
人
権
相
談
所

　

人
権
擁
護
委
員
（
子
ど
も
人
権

委
員
）
に
よ
る
「
子
ど
も
人
権
相

談
所
」を
開
設
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
１
月
18
日

（木）
午
後
１
時

30
分
～
４
時
（
受
付
は
午
後
３
時

ま
で
）
▼
会
場
＝
田
沼
行
政
セ
ン

タ
ー
２
階　

■
問
合
せ
＝
人
権
・

男
女
共
同
参
画
課
☎
（６１）
１
１
４
０

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

は
お
早
め
に

　

給
与
の
支
払
い
を
す
る
法
人
・

個
人
は
、
給
与
支
払
報
告
書
を
給

与
受
給
者
（
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
・
事
業
専
従
者
を
含
む
）

の
住
所
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
30
年
１
月
31
日

（水）
ま
で
に

ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
提
出

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た

eL
T

A
X

で
も
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.eltax.jp/

■
問
合
せ
＝
市
民
税
課

☎
（２０）
３
０
０
８

税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談

　

医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
方
、

年
の
中
途
に
就
・
退
職
さ
れ
た
方

な
ど
の
還
付
申
告
相
談
や
申
告
書
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

市
役
所
の
停
電
作
業

　

１
月
13
日

（土）
に
市
役
所
の
停
電

作
業
を
行
う
た
め
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
庁
舎
に

入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

（
停
電
作
業
終
了
後
、
午
後
７
時

ま
で
は
入
れ
ま
す
）。

　

ま
た
、
代
表
電
話
も
繋
が
り
に

く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
財
産
活
用
課

☎
（２０）
３
０
５
０

自
動
交
付
機
の
停
止

　

１
月
13
日

（土）
は
、
市
役
所
の
停

電
た
め
、
印
鑑
登
録
証
明
書
・
住

民
票
発
行
の
自
動
交
付
機
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
１
月
１
日

（
祝
・
月
）～
３
日

（水）
も
利
用
で
き

ま
せ
ん
。
※
12
月
29
日

（金）
～
31
日

（日）
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
ま
で
利
用
で
き
ま
す

■
問
合
せ
＝
市
民
課

☎
（２０）
３
０
１
６

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済

制
度
の
共
済
掛
金
補
助

　

平
成
28
年
１
月
～
12
月
に
中
小

企
業
倒
産
防
止
共
済
に
新
規
加
入

し
、
１
年
以
上
共
済
掛
金
を
納
付

し
て
い
る
事
業
者
の
方
を
対
象
に

掛
金
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
１
月

31
日

（水）
ま
で
に
商
工
・
企
業
誘
致

課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
４
０

市
県
民
税
申
告
案
内
を

は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

前
年
に
市
県
民
税
申
告
を
さ
れ

た
方
に
は
申
告
書
な
ど
を
同
封
し

た
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
か
ら
は
が
き
に
よ
る
案

内
に
変
更
と
な
り
ま
す
。（
１
月

下
旬
に
発
送
し
ま
す
）

　

申
告
書
や
収
支
内
訳
書
は
申
告

会
場
に
ご
用
意
し
ま
す
。
事
前
に

必
要
な
場
合
は
市
民
税
課
（
２
階
）

へ
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
２
月
以

降
に
各
行
政
セ
ン
タ
ー
・
各
支
所
・

各
地
区
公
民
館
に
備
え
付
け
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

申
告
の
詳
細
は
、
広
報
さ
の
２

月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
０
８

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

詳
し
く
は
、
税
務
署
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与

税
の
確
定
申
告
会
場
の
開
設

▼
期
間
・
時
間
＝
２
月
16
日

（金）
～

３
月
15
日

（木）
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
５

時
（
受
付
は
午
前
８
時
30
分
～
）

▼
会
場
＝
佐
野
税
務
署
１
階
会
議

室　

※
大
変
混
雑
す
る
た
め
、
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す

●
医
療
費
控
除
を
適
用
さ
れ
る
方

へ　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
、
医
療
費
控
除
は
領
収
書
の
提

出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り
に

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添

付
が
必
要
と
な
り
、
税
務
署
か
ら

記
入
内
容
の
確
認
を
求
め
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
領
収
書
は
５

年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
へ
～
確
定
申
告
不
要
制
度
の

お
知
ら
せ
～

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
400
万
円
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
（
市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
）。

　

ま
た
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け

る
場
合
や
確
定
申
告
の
提
出
が
要

件
と
な
っ
て
い
る
控
除
（
例
え
ば
、

純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控
除
な

ど
）
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

確
定
申
告
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

■
問
合
せ
＝
佐
野
税
務
署

☎
（２２）
４
３
６
６

※
自
動
音
声
で
ご
案
内
し
ま
す

足
利
佐
野
都
市
計
画
の
原

案
の
縦
覧
お
よ
び
公
聴
会

の
開
催

　

こ
の
都
市
計
画
の
原
案
に
意
見

の
あ
る
方
は
、
市
長
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
希
望
が

あ
れ
ば
、
公
聴
会
で
公
述
人
と
し

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
公
述
を
希
望
す
る
際
は
事
前

に
意
見
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
）。

▼
原
案
の
名
称
＝
足
利
佐
野
都
市

計
画
駅
南
公
園
西
土
地
区
画
整
理

事
業
の
決
定
に
関
す
る
原
案
▼
対

象
地
域
＝
高
砂
町
お
よ
び
若
松
町

の
各
一
部
▼
縦
覧
・
意
見
書
提
出

期
間
＝
１
月
10
日

（水）
～
24
日

（水）
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）▼
縦
覧
場

所
＝
都
市
計
画
課（
５
階
）　

▼
意

見
書
提
出
先
＝
縦
覧
場
所
に
用
意

し
て
あ
る
所
定
の
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
期
間
内
に
直

接
ま
た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課
へ

〒
３
２
７
‐
８
５
０
１

（
住
所
不
要
）
都
市
計
画
課

●
公
聴
会

　

傍
聴
さ
れ
る
方
は
、当
日
、直
接

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は

開
催
し
ま
せ
ん
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

▼
日
時
＝
２
月
７
日

（水）
午
後
７
時
～

▼
会
場
＝
佐
野
駅
前
交
流
プ
ラ
ザ

（
ぱ
る
ぽ
ー
と
）２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
１
０
０

「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
単

位
区
設
定
」
の
実
施

　

平
成
30
年
10
月
実
施
予
定
の

「
平
成
30
年
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
」
の
円
滑
な
実
施
と
結
果
精
度

の
向
上
を
図
る
た
め
、
指
導
員
が

１
月
下
旬
か
ら
２
月
中
に
「
住
宅
」

と
「
住
宅
以
外
で
人
が
居
住
す
る

建
物
」
の
数
な
ど
の
状
況
を
実
地

に
て
確
認
し
ま
す
。

　

調
査
へ
の
ご
理
解
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
政
策
調
整
課

☎
（２０）
３
０
０
１




